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１ 

 

広  報 舟形町のあゆみ 第35話 

平成１７年(２００５年) 

まちづくり審議会を設置。 

令和６年  

１０月１１日号 

町制施行 70 周年記念式典を開催します 

本町が令和6年12月1日に迎える町制施行70周年を記念して、これまで70年

の歴史を築いてこられた方々に感謝し、町への「想い」を今後80年、90年、100年

と未来へつなげていくために、記念式典を開催します。 

※来場は来賓および町内の団体の代表者のみとなります。 

式典の様子や地域映画はリアルタイムで動画配信します。 

▼日時／10月27日（日） 午前10時30分～ 

▼場所／舟形小学校 

地域映画「想いは未来へ」上映 
町民のみなさんが昭和時代に記録した８ｍｍフィルムをもとに世代を越えて製作した町制施行

70周年記念地域映画「想いは未来へ」。本式典でも特別バージョンとして上映します。 

式典をリアルタイムで動画配信 
本式典は動画共有サイト「YouTube」の舟形町公式チャンネルで配信します。 
当日、右のQRコードからご覧いただけます。 

未来へのメッセージ 
舟形町の小・中学生が、舟形の人、暮らし、場所、歴史・文化の魅力とともに未来への思いを 

つづったメッセージ。本式典で「未来へのメッセージ」として発表します。 
 
▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 ☎（32）0104 



                               

                               

                               

                               

                               

最
上
地
域
小
児
救
急
講
習
会 

子
ど
も
の
急
病
時
の
適
切
な
対
応

方
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い
方
な
ど
を
学

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。 

▼
日
時
／
10
月
29
日
（
火
） 

午
後
１
時
50
分
～
３
時
50
分 

※
乳
幼
児
健
診
同
日
実
施 

▼
場
所
／
福
祉
避
難
所
て
と
て 

▼
内
容
／ 

①
時
間
外
適
正
受
診
の
啓
発
、
乳
幼

児
の
急
病
時
の
対
応 

講
師
：
三
條
医
院 

三
條
加
奈
子
氏 

②
小
児
救
急
心
肺
蘇
生
法
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）

の
実
技
講
習 

 

講
師
：
最
上
広
域
市
町
村
圏
事
務

組
合
消
防
本
部
救
急
救
命
士 

▼
〆
切
／
10
月
16
日
（
水
） 

▼
そ
の
他
／
託
児
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
ま
す
。（
要
事
前
申
込
み
）
水
分

補
給
用
の
ミ
ル
ク
や
お
む
つ
を
持
参

く
だ
さ
い
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
健
康
福
祉
課
地
域
保
健
係 

（
32
）
０
８
１
０ 

 

町
道
の
通
行
規
制
に
つ
い
て 

補
修
工
事
、
点
検
作
業
に
伴
い
次

の
と
お
り
通
行
規
制
を
実
施
し
ま

す
。
み
な
さ
ん
に
ご
不
便
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。 

①
長
尾
橋 

▼
通
行
規
制
期
間
／ 

10
月
15
日(

火)

～ 
11
月
22
日(

金
）（
予
定
）
終
日 

▼
規
制
方
法
／
全
面
通
行
止
め 

②
一
の
関
大
橋 

▼
通
行
規
制
期
間
／ 

10
月
21
日(

月)
、
22
日(

火
） 

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分 

▼
規
制
方
法
／
片
側
交
互
通
行 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
地
域
整
備
課 

地
域
強
靭
化
対
策
室 

（
32
）
０
９
１
５ 

県では令和６年７月25日からの大雨災害により被災した、舟形町を含む災害救助法適用市町

村の、中小企業・小規模事業者が行う事業再建の取組みを支援します。 

 

▼補助対象事業／ 

・被災した事業用施設・設備の復旧に係る取組み。 

・修繕による復旧を原則とし、修繕ができないものについては取換えによる復旧も認めます。 

▼申請書提出〆切／ 

第１回〆切 10月18日（金）午後５時必着 

第２回〆切 11月25日（月）午後５時必着 

▼書類の送付先／ 

山形県産業労働部商業振興・経営支援課企業振興担当 

〒990-8570 山形県山形市松波2-8-1 

▼その他／補助対象者の要件や補助率および補助金額など、詳しくは上のＱＲコードから県の

ホームページをご覧ください。 

▼問い合わせ／山形県産業労働部商業振興・経営支援課企業振興担当 023（630）2354 

舟形町まちづくり課ふるさと応援推進室 （32）0844 



                               

                               

                               

                               

                               

溶
接
（
ア
ー
ク
）
技
術
研
修 

受
講
生
募
集 

 

農
業
用
機
械
や
施
設
、
器
具
な
ど

の
補
修
・
加
工
に
役
立
つ
、
溶
接
の
安

全
作
業
に
関
す
る
知
識
や
基
本
技
能

の
習
得
を
目
的
と
し
た
研
修
の
受
講

生
を
募
集
し
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

①
11
月
21
日
（
木
）、
22
日
（
金
） 

②
11
月
23
日
（
土
） 

※
い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午
後
５
時 

▼
場
所
／ 

①
東
北
農
林
専
門
職
大
学
研
修
施
設

緑
風
館 

②
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
山
形 

▼
対
象
／
県
内
在
住
の
農
業
者
ま
た

は
新
規
就
農
予
定
者 

▼
〆
切
／
11
月
１
日
（
金
） 

▼
募
集
人
数
／
20
名
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
に
よ
り
決
定
） 

▼
受
講
料
／
１
４
，４
１
０
円 

▼
持
ち
物
／
筆
記
用
具 

※
23
日
（
土
）
の
み
、
作
業
着
、
手

袋
（
軍
手
な
ど
）、
作
業
帽
子
、
印
鑑 

▼
そ
の
他
／
受
講
が
決
定
し
た
方
に

は
申
込
み
〆
切
後
に
受
講
決
定
通
知

書
と
詳
細
に
つ
い
て
の
書
類
を
郵
送

し
ま
す
。
な
お
、
欠
席
や
遅
刻
な
ど
で

一
部
で
も
受
講
で
き
な
か
っ
た
場

合
、
修
了
証
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

東
北
農
林
専
門
職
大
学
研
修
担
当 

（
22
）
８
７
９
４ 

 最上地方農業委員会協議会が主催の研修会です。事前申込みが必要です。 

▼日時／11月１日（金）午後１時 15分～３時 

▼場所／東北農林専門職大学 

▼内容／東北農林専門職大学と地域 ―大学が期待する連携－ 

▼講師／東北農林専門職大学農林業経営学部 学部長 小沢 亙さん 

▼〆切／10月 23日（水） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町農業委員会事務局 （32）0947 

 

農業者の方へ研修会のご案内 

 令和７年度からの舟形町農林漁業体験実習館などの指定管理者を公募します。 

▼施 設 名／舟形町農林漁業体験実習館など 

▼ ／令和７年４月１日～令和10年３月31日（３年間） 

▼ ／随時説明会を行いますので、ご相談ください。 

▼〆 切／10月31日（木） 

▼そ の 他／詳しくは右側のＱＲコードからホームページを確認ください。 

▼申込み・問い合わせ／まちづくり課ふるさと応援推進室 （32）0844 

  困っていることはありませんか。「生活自立支援センターもがみ」では、暮らしに困っている方の巡
回相談を行なっています。一人で悩まずに相談ください。 
▼相談日／11月６日（水）、12月４日（水） 

令和７年１月８日（水）、２月５日（水）、３月５日（水） 

※各回とも午後１時30分～３時30分  ※各相談日の前日まで申込みください。 

▼場 所／舟形町役場 

▼相談員／社会福祉法人友愛の里「生活自立支援センターもがみ」相談員 

▼内 容／・借金をなんとかしたい。家賃や公共料金が払えない。 

     ・失業や低収入。長年仕事につけず生活が苦しい。 

     ・地域から孤立している。家族のことで悩んでいる。 

     ・低収入で日々の生活に追われているため、子どもの勉強が心配。 

     ・税金や健康保険料などを滞納している。 

     ・食べ物がない。（無料で食料を提供できる場合があります） 

▼費 用／無料 

▼申込み・問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 （32）0655 

生活自立支援センターもがみによる巡回相談のお知らせ 



募集種目 募集資格 受付期間 

自衛官候補生 18歳以上～33歳未満 年間を通じて募集しています。 

詳しくは右のＱＲコードからホームページを確認ください。 

資料請求などは問い合わせください。 

▼問い合わせ／自衛隊新庄地域事務所 （22）5057 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

第
72
回
山
形
県
農
林
水
産
祭

秋
の
食
彩
ま
つ
り 

 

新
鮮
な
野
菜
や
果
物
の
販
売
の
ほ

か
、
大
型
農
業
機
械
の
展
示
や
そ
ば

打
ち
体
験
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

10
月
19
日
（
土
） 

午
前
10
時
30
分
～
午
後
４
時 

10
月
20
日
（
日
） 

午
前 

９

 

時
30
分
～
午
後
３
時 

▼
場
所
／
山
形
県
総
合
運
動
公
園 

▼

／
県
産
農
林
水
産
物
の
販

売
、
農
業
用
機
械
の
展
示
・
乗
車
体

験
、
海
の
生
き
物
タ
ッ
チ
プ
ー
ル
、
海

の
生
き
物
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
、
流

し
ぶ
ど
う
、
フ
ル
ー
ツ
ク
イ
ズ
大
会
、

食
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
イ
ワ
ナ
の

つ
か
み
取
り
、
そ
ば
打
ち
体
験
な
ど 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
農
林
水
産
祭
実
施
協
議
会 

０
２
３
（
６
３
０
）
２
４
１
７ 

 

▼募集／１戸 【ハイムひだまりⅡ W-1（12月から入居可）】 

▼入居資格／次のすべての要件に該当する方 

①ご夫婦で小学生までの子どもがいる世帯または出産予定の世帯 

②町税等および上下水道料の滞納がない世帯 

③入居後に町内会組織などの地域活動へ積極的に参加する意志がある世帯 

④入居時に賃貸保証会社と賃貸保証の契約を自己負担で締結できる世帯 

⑤申込者および同居者が暴力団員でない方 

※期限付き入居／子ども(２名以上いる場合は下の子)が 12歳に達する年度末まで 

▼家賃／同居する小学生までの子どもの数により、子ども０人／43,000円 子ども１人／38,000円 

子ども２人以上／33,000円 

▼敷金／家賃の２ヵ月分 

▼規模および構造／３ＬＤＫメゾネットタイプ（屋外に物置有） 

▼〆切／１１月８日（金） 

▼選考方法／ 

申込書の内容を審査の上、入居者選定委員会の意見を聞いて選考する。 

申込者が募集戸数を超える場合は、公開抽選により決定する。 

▼申込み方法／入居申込書により申込むこと。 

※申込書は地域整備課に準備しているほか、右のＱＲコードの 

町ホームページからもダウンロードできます。 

▼その他／保育園の入園については、別途ご相談ください。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町地域整備課建設企画係 （32）0915 

自 衛 官 募 集 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

第
29
回 

シ
ル
バ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員
の

作
品
展
示
や
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
豚

汁
振
る
舞
い
や
抽
選
会
な
ど
を
実
施

し
ま
す
。 

▼
日
時
／
10
月
26
日
（
土
） 

午
前
10
時
～
午
後
１
時 

▼
場
所
／
ゆ
め
り
あ 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

（
公
社
）
新
庄
・
最
上
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー 

（
22
）
３
０
６
５ 

 

農
大
祭
２
０
２
４ 

専
門
職
大
学
と
農
林
大
学
校
の
学

生
が
一
体
と
な
っ
て
初
め
て
実
施
す

る
「
農
大
祭
」
で
す
。
農
産
物
な
ど
の

販
売
や
模
擬
店
、
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン

ト
や
抽
選
会
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。 

▼
日
時
／
11
月
２
日
（
土
） 

午
前
10
時
～
午
後
２
時 

▼
場
所
／
東
北
農
林
専
門
職
大
学
・

附
属
農
林
大
学
校 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

東
北
農
林
専
門
職
大
学
・
附
属
農
林

大
学
校 

（
22
）
１
５
２
７ 

第
６
回 新

庄
病
院
健
康
ま
つ
り 

新
庄
病
院
健
康
ま
つ
り
を
５
年
ぶ

り
に
開
催
し
ま
す
。
電
気
メ
ス
を
用

い
て
の
手
術
体
験
や
体
の
こ
と
を
相

談
で
き
る
ま
ち
の
保
健
室
な
ど
、
た

く
さ
ん
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す
。 

▼
日
時
／
11
月
10
日
（
日
） 

午
前
10
時
～
午
後
１
時 

▼
場
所
／
山
形
県
立
新
庄
病
院 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
立
新
庄
病
院
総
務
課 

（
22
）
５
５
２
５ 

福
祉
の
し
ご
と
フ
ェ
ア in

新
庄 

就
職
面
談
会
や
、
福
祉
の
仕
事
の

魅
力
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
企
画

を
用
意
し
て
い
ま
す
。
未
経
験
、
無
資

格
、
シ
ニ
ア
世
代
の
方
も
安
心
し
て

参
加
で
き
ま
す
。 

▼
日
時
／
11
月
19
日
（
火
） 

午
後
１
時
～
３
時
30
分 

▼
場
所
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
庄 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
庄 

（
22
）
８
６
０
９ 

山
形
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー 

０
２
３
（
６
３
３
）
７
７
３
９ 

最新のデジタル技術を活用した「AR砂遊び」「デジタル落書き」「デジタルいきもの探し」

などの「テクノロジー」×「遊び」の新体験ができるイベントを開催します。 

▼ ／11月 16日（土）午前９時 30分～午後３時 30分 

▼ ／金山町農村環境改善センター 

▼対 象／未就学児とその家族 

▼参加費／無料 

▼問い合わせ／金山町役場総務課 （29）5601 

令和６年度最上広域市町村圏事務組合消防職員採用試験 

（職務経験者）再募集 
試 験 区 分 採用予定人数 受 験 資 格 試 験 科 目 

消防士（職務経験者） 若干名 

平成元年４月２日以降に生まれ

た方で、消防吏員としての職務

経験が１年以上ある現職の方 

 

適性検査、作文試験、人物試験 

▼受付期間／～令和７年１月 31日（金） （郵送の場合は、令和７年１月 31日（金）必着のものに限り有効） 

▼問い合わせ／最上広域市町村圏事務組合消防本部総務課 ☎（22）7521 

スマホ講座 毎週開催 
スマートフォンについて、わからないことは何度でも。個別相談も受付けます。 

参加費無料 
健康ポイント 
対象事業 

11月の開催日 時間 会場 

毎週木曜日 
午後２時   ～４時 

農村環境改善センター         （堀内会場） 
午後６時 30分～８時 30分 

毎週金曜日 
午後１時 30分～３時 30分 中央公民館              （舟形会場） 

午後３時 30分～４時 30分 中央公民館      ※よろず相談  （舟形会場） 

毎週土曜日 午後１時 30分～３時 30分 長沢集学校              （長沢会場） 

▼問い合わせ／長沢集学校 （29）8255 



                          

                          

                          

                          

                          

第50回衆議院議員総選挙 
投票日 10月27日（日） 

 

投票時間   午前７時～午後７時 
（大平、太折、西又・松橋は午後６時までとなります） 

入場券は、10月16日（水）ごろ各家庭へ郵送予定です。 

●投票所および期日前投票所 

投票所 投票所の施設名称 投票所の区域 

第１投票所 舟形町高齢者コミュニティセンター 野、幅、長尾 

第２投票所 舟形町生涯学習センター 内山、長沢第１・２・３、経壇原 

第３投票所 大平多目的集会所 大平 

第４投票所 舟形町福祉避難所てとて 
一の関、舟形第１・２・３・４、紫山、

鼠沢、沖の原、向山、西堀、木友 

第５投票所 舟形町富長交流センター（旧富長小学校） 
小松、長者原、福寿野、馬形、 

富田第１・２ 

第６投票所 太折多目的集会所 太折 

第７投票所 舟形町農村環境改善センター（堀内出張所） 
瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、横山、 

真木野、新堀 

第８投票所 西又多目的集会所 西又、松橋 

舟形町期日前投票所 舟形町防災センター１階会議室 

10月 16日（水）～10月 26日（土） 午前８時 30分～午後８時 
 ●投票できる方 

 ・令和６年10月14日の登録基準日において選挙人名簿に登録されている方 

●投票をするとき 

 ・投票できる時間は、午前７時から午後７時までです。（大平、太折、西又・松橋は午後６時まで） 

 ・入場券を忘れずにお持ちください。 

  ※入場券は、各家庭に10月16日（水）ごろに郵送します。なお、入場券を紛失した場合や選挙当日忘

れた場合でも投票できます。各投票所の係員に申し出ください。 

●期日前投票・不在者投票 

 ・選挙の当日に仕事などで都合の悪い方は、10 月 16 日（水）から 10 月 26 日（土）まで期日前投票が

できます。入場券をご持参のうえ、舟形町防災センターで投票してください。 

※入場券裏面の「宣誓書」に必要事項を予め記入のうえ、お越しください。 

・病院や施設等に入院している方や出稼ぎに行っている方は、病院や出稼ぎ先の市区町村役場で不在者

投票ができます。不在者投票ができる期間は 10月 16日（水）から 10月 26日（土）までです。 

詳しくは問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町選挙管理委員会事務局 ☎（32）2111（内線 232・233） 

｟公示日10月15日(火）｠ 

山形県民の１票で国を動かせ！GO TO 選挙！ 



 

海外に向けた⼭形の存在感を⾼め、若者や外国⼈にとって魅⼒的な⼭形県

の実現を考える YAMAGATA Youth Summit。 

舟形町で行われるエリアセッションを観覧してみませんか。 

 

テーマ「戻ってきたいまちづくりを考える   

～町制施行 70 周年から始まる未来予想図～」 
 

▼日時／11 月10 日（日） 午後２時～４時 

▼場所／舟形町中央公民館 

▼観覧申込み／右のＱＲコードから申込みください。 

※または、まちづくり課へ電話でも結構です。 

▼パネリスト／ 

山形県立新庄北高等学校 2年 

伊藤 奏和 さん（長尾） 
高校生ボランティア「ふなっ子」 
加藤 つばき さん（富田第１）、八鍬 なつみ さん（長尾） 

東北農林専門職大学 

坂本 優稀 さん（舟形第４）、舟越 美咲 さん（舟形第４） 
元舟形町教育委員会外国語指導助手（ALT） 
平具蘭土 来安（ヘイグランド・ライアン）さん 

スパイク（芸人） 

松浦 志穂 さん（鶴岡市出身）、小川 暖奈 さん 
舟形町まちづくり課 

斎藤 優輝 さん 

▼申込み・問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 ☎（32）0104 

▲YAMAGATA Youth Summit 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和６年度高齢者等インフルエンザ予防接種 
～接種料金の一部を助成します～ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種 
～接種料金の一部を助成します～ 

 
１．対 象 者 ・舟形町に住所を有する65歳以上の方 
         ・60歳以上64歳の方で身体障がい手帳１級相当の方 

 
２．実 施 期 間 10月１日（火）～令和７年１月31日（金） 
 
３．接 種 料 金 医療機関によって料金が異なります。（16,000円程度） 

町の助成額13,800円を差し引いた金額をお支払いください。 

         （16,000円の場合の自己負担額 2,200円）※年１回のみ 
 
４．接種医療機関 山形県内の新型コロナウイルス感染症予防接種委託医療機関 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（32）0810 

 
１．対 象 者 ・舟形町に住所を有する65歳以上の方 
         ・60歳以上64歳の方で身体障がい手帳１級相当の方 

 
２．実 施 期 間 10月１日（火）～令和７年１月31日（金） 
 
３．接 種 料 金 医療機関によって料金が異なります。（3,800円程度） 

町の助成額2,000円を差し引いた金額をお支払いください。 

         （3,800円の場合の自己負担額 1,800円）※年１回のみ 
 
４．接種医療機関 山形県内のインフルエンザ予防接種委託医療機関 

子宮頸がん予防のために、今できること 
平成９年度～19年度生まれの女性でHPVワクチン接種がまだお済みでない方へ 

これまで、接種機会を逃した方は「キャッチアップ接種」が受けられます。 

接種は合計３回あり、完了するまでに最低４ヵ月間かかるため、接種を希望する方は10月末

までに初回接種をご検討ください。公費による接種は、令和６年度末（令和７年３月末）まで

です。（これを逃すと接種費用が約９万円かかります） 

また、平成20年度生まれの高校１年生相当の方も公費による接種が令和６年度末で終了しま

すので、ご検討ください。 



�▼問い合わせ／⾈形町教育課学事係 ☎(32)2379

掘り起こしが終わり次第、⾈形⼩学校ピロティで

�����開封式を⾏います。

駐⾞場は⾈形⼩学校となります。

� 昭和59年（1984年）、旧⾈形⼩学校創⽴110周年を

記念したタイムカプセル事業が⾏われました。この事業

では、40年後にあたる今年（令和６年）11⽉３⽇に開封

する計画となっていて、昭和47年から昭和53年⽣まれ

（当時の１年⽣から６年⽣）で実⾏委員会を⽴ち上げ 

ました。実⾏委員会でタイムカプセルの掘り起こし等の

準備を進め、この度、開封式を⾏うこととなりました。

たくさんの⽅の
ご参加をお願い
いたします。

9:00-12:00

S
u
n11.3

タイムカプセル
   開封式
タイムカプセル
   開封式

旧⾈形⼩学校創⽴110周年記念
（昭和59年）
旧⾈形⼩学校創⽴110周年記念
（昭和59年）

町制施⾏70周年記念事業町制施⾏70周年記念事業

@旧⾈形⼩学校跡地@旧⾈形⼩学校跡地



                               

                               

                               

                               

                               

小型家電および古着を無料で回収します 

ご不要になった小型家電や古着などがありましたら、ぜひお持ちください。 

実施日  

10 月19 日（土） 
回収場所および時間 
回収場所（各駐車場） 回収時間 

農村環境改善センター 午前８時30分～９時 

富長交流センター 午前８時50分～９時20分 

生涯学習センター 午前９時20分～９時50分 

舟形町役場 午前９時  ～10時 

 

回収物品 

①小型家電 
〇 回収できるもの 
【通信機器】 
電話機（ダイアル式をのぞく）、ＦＡＸ、卓上型複合機、携帯電話、スマートフォン、ＰＨＳ 

【電子機器】 
ビデオレコーダー、ＨＤＤレコーダー、ＣＤプレーヤー、ＭＤプレーヤー、ＣＤラジカセ、 

ラジオ、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ヘッドホン、イヤホン、プロジェクター、 

ＢＳ/ＣＳアンテナ、ＣＳ/地上デジタルチューナー、ケーブルテレビＳＴＢ、デジタルオーディオ、 

プレーヤー、ＩＣレコーダー、チューナー、カラオケ（通信、レーザーディスク）、電子書籍、 

電子辞書、オーディオ機器（スピーカー一体型で、木枠ではないもの）、 

【カー用品】 
カーナビ、車載音響機器（カラーテレビ、ステレオ、ＣＤ/ＭＤ/ＤＶＤプレーヤー、アンプ、 

チューナー、ラジオ）、ＶＩＣＳユニット、ＥＴＣ車載ユニット   

【パソコン類】 
パソコン（デスクトップ型、ノート型、モニター一体型）、液晶モニター（ブラウン管をのぞく）、 

タブレット、ワープロ、インクジェットプリンター、ＵＳＢメモリー、メモリーカード、ＨＤＤ、 

基盤、ハブ・ルーターなどの周辺機器 

【ゲーム機】 
措置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ゲーム機用コントローラー、カセット式ゲームソフト 

【家庭用白物家電】 

炊飯器、電子レンジ、オーブンレンジ、トースター、オーブントースター、ホットプレート、扇風機、

卓上型複合機、電気アイロン、ドライヤー、電気ストーブ 

【その他】 
ケーブル、充電器、アダプター、プラグ・ジャック 

   

 

【家電リサイクル法対象品】 

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機 

【小型家電に含まれないもの】 

掃除機、加湿器、除湿器、電気シェーバー、ヘアアイロン、電気ポッド、木製部分のあるオーディ

オ機器、オーディオ機器のセパレートスピーカー単体、レーザープリンター、コピー機（単体）、 

スキャナー（単体）、業務用複合機、石油ストーブ 

× 回収できないもの 



                               

                               

                               

                               

                             

②再利用できる衣類等 

〇 回収できるもの 
【古着類】 

帯、カーテン、革ジャン、海水パンツ、靴下、コート、シーツ、ジーンズ、ジャケット、ショール、

甚平、スカーフ、スーツ、セーター、背広、タオル、Ｔシャツ、ネクタイ、パジャマ、ハンカチ、 

ブラウス（ボタン付き）、ベビー服、水着、毛布、ゆかた、Ｙシャツ（ボタン付き）、和服、 

ワンピース、ダウンジャケット、フリース 

 

× 回収できないもの 

※中綿が入っているもの、汚れているもの、濡れているもの、においのひどいもの、 

ペットに使用したもの、靴類、バッグ類、おもちゃ、その他以下に記載するもの 

【古着類】 

カーペット、カバー類（布団類・座布団・クッション）、コタツかけ、毛皮、毛糸、作業着、 

サポーター、スキーウェア、学生服、制服、セーラー服、運動着、足袋、反物、ひざ掛け、 

風呂敷、防寒着、丹前、雨合羽、ウェットスーツ、掛け布団、敷布団、座布団、クッション類、 

玄関マット、繊維くず、寝袋、ソファー、電気カーペット、はんてん、マットレス、枕、 

ユニフォーム、帽子、ベルト、ぬいぐるみ 

 

回収時の留意点 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 ☎（32）0155 

 

・ぬいぐるみは、対象外です。 

 ・オーディオ機器のセパレートスピーカーなど、スピーカー単体は対象外です。 

 ・木枠のオーディオ機器など木製部分のあるものは対象外です。 

・電気シェーバー、ヘアアイロンなどの皮膚に触れる美容機器は対象外です。 

△特に誤りが多いもの△ 

・
電
池
、
電
球
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ど
は
対
象
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の
た
め 
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さ

い
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・ 



◼ 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、

先発医薬品の処方を希望される場合は、

特別の料金をお支払いいただきます。

◼ この機会に、後発医薬品の積極的な利用を

お願いいたします。

• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬
です。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の
料金は要りません。

令和６年10月からの

医薬品の自己負担の新たな仕組み

被保険者のみなさまへ

後発医薬品について

後発医薬品（ジェネリック医薬品）
に関する基本的なこと

新たな仕組みについて

特別の料金の対象となる
医薬品の一覧などはこちらへ

※ＱRコードから厚生労働省ＨＰの関連ページにアクセスできます。

将来にわたり国民皆保険を守るため
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします



先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当を特別の料金としてお支払いいただきます。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、

差額40円の4分の1である10円を、通常の1～3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

Q1. すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。

A. いわゆる長期収載品（ちょうきしゅうさいひん）と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品
が対象となります。

Q2. なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。

A. みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っ
ていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性が
ある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、
ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給
付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。

Q3. どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。

A.  例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特
別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、
医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。

Q4. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発

生しますか。

A. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払
う必要はありません。

Q＆A

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用（診療・調剤の費用）はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算方法

先発医薬品
※令和６年１０月以降、

医療上の必要性がある場合

後発医薬品

先発医薬品
※令和６年１０月以降、

患者が希望する場合

保険給付
患者

負担

保険給付

保険給付

患者

負担

患者

負担

特別の

料金

先発医薬品と

後発医薬品の価格差

価格差の1/4相当

患者負担の総額



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健事業のお知らせ 

保健センターだより 
◆乳幼児健診および講座◆ 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 

       ☎（３２）０８１０ 

※各講座の申込みは、スマートフォンなどの母子手帳アプリ「めがみちゃん」からも可能です。 

≪定期健康相談≫ 午前９時～正午（受付：午前 11時 30分まで） 

 一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの相談など）を行います。ご相談の方は健康福

祉課③番窓口へお越しください。来庁できない方は、電話相談も可能です。 

≪妊婦さんとパパ・ママの定期健康相談≫ 午前 10時～正午（受付：午前 11時 30分まで） 

 母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による発育・発達相談、妊婦さんと

子育て中のお母さんの心と身体の個別相談を行います。ご相談の方は福祉避難所「てとて」へ

お越しください。保健師と助産師が対応します。 

◆健康相談◆ 相談日 11月５日（火）、18日（月） 

 

※いずれの事業もふるさと納税を活用しています。 

高齢者・小児インフルエンザ・高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種 

10月1日より助成事業を開始しています 

注１）須藤医院で接種希望の方は、健康福祉課③窓口まで予診票を受け取りに来庁ください。 

注２）令和６年度からインフルエンザ経鼻ワクチン接種（小児のみ）の助成も始まりました。 

11月は「糖尿病予防月間」です 
毎年健康診断を受けて検査結果を確認し、糖尿病を予防しま

しょう。 

① 適正体重を維持しましょう 

② 1日３食、バランスよく食べて、腹八分目を心がけましょう 

③ 適度な運動でストレスを発散しましょう 

▼期日／女性：11月13日（水） 

    男性：11月22日（金） 

▼場所／最上検診センター 

▼受付／対象者に別途通知 

最上検診センター （23）3411 

※日程変更、キャンセルなど 

≪人間ドック・特定健診≫ 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

10月18日（金） 
１歳児健診 

※11月22日からの日程変更 
令和５年10・11月生 

午後０時50分～ 

１時 

福祉避難所 

てとて 

母子手帳、歯の手帳、フッ素塗布申込書、フェイスタオル 

11月12日（火） 
産後ママのストレッチ講座 

※要事前申込み 
産後１年くらいまでの 

産婦さんとお子さん 
午前９時50分～ 

10時 
バスタオル１枚、ミルク、オムツ等 

〇動きやすい服装でお越しください 

11月22日（金） 

１歳６ヵ月児健診 令和５年３～1５月生 
午後０時50分～ 

１時 

母子手帳、問診票 

※歯科健診はなく、12月12日に日程変更になります。 
３歳児健診 令和３年６～８月生 

※歯科健診とフッ素塗布の対象者には個別に日程変更を通知します。 

 

 


